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判       決 

主       文 

１ 原告は、被告に対し、１９７３万４２１３円及びこれに対する

令和元年１０月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を

支払え。 5 

２ 原告の請求を棄却する。 

３ 訴訟費用は、第１、２事件を通じて原告の負担とする。 

４ この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 10 

１ 第１事件 

中津市長が、令和元年８月１９日に原告に対してなした退職手当返納命令処

分を取り消す。 

２ 第２事件 

主文第１項同旨 15 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

 普通地方公共団体である被告は、スポーツ教室等を実施するスポーツクラブ

及び放課後子ども教室を実施する実行委員会に対して、独立行政法人日本スポ

ーツ振興センター（以下「ＪＳＣ」という。）、大分県及び国から支出される20 

補助金をその原資に含む被告の補助事業予算から補助金を概算払していたとこ

ろ、被告の職員であった原告において、スポーツ教室等や放課後子ども教室の

実績について水増しした領収書等を作成提出することで、概算払された補助金

の精算の際に、被告をしてＪＳＣ、大分県及び国への補助金の返還を免れさせ

たことを理由として、中津市職員の退職手当に関する条例（昭和２８年１２月25 

２３日中津市条例第３５号。以下「本件条例」という。）１５条１項３号に基
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づき、退職手当全額の返納を命ずる処分（以下「本件返納命令」という。）を

した。 

 第１事件は、原告が、本件返納命令には裁量権の範囲からの逸脱又は濫用が

あるとして本件返納命令の取消しを求めた事案であり、第２事件は、被告が、

本件返納命令に基づき、退職手当全額の返納を求めた事案である。 5 

２ 関係法令等の定め 

 別紙関係法令のとおり 

３ 前提事実（証拠によって認定した事実は、各項末尾の括弧内に認定に供した

証拠を摘示し、その記載のない事実は、当事者間に争いがないか、当裁判所に

顕著である。） 10 

⑴ 当事者 

ア 被告 

被告は普通地方公共団体であり、同代表者市長が本件返納命令の処分行

政庁である。 

イ 原告 15 

原告は、昭和５７年７月１日に、市町村合併前のｒ町に、Ｇ保育園調理

員として採用された者である。 

その後、平成１０年７月１日付けで住民課付けとなり、平成１１年４月

１日に教育委員会主査として教育委員会に配属され、平成１７年３月１日

の市町村合併により中津市事務吏員となったが、引き続き教育委員会ｒ教20 

育センター生涯学習係への出向を命じられ、以降、平成２１年４月１日に

同教育センター教育係、平成２５年４月１日にｒ支所住民課福祉保健係、

平成２６年４月１日にｒ支所住民課福祉税務係の勤務を経て、平成２８年

３月３１日に、被告職員の定年等に関する条例第２条の規定により、定年

により職を免ぜられた（乙６０）。 25 

⑵ 各事業概要及び組織 
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ア 放課後子ども事業（Ｈクラブ） 

 文部科学省は、補助事業者である都道府県を通じ、間接補助事業者で

ある市町村に対し、「学校・家庭・地域の連携協力推進事業」の一環と

して、「地域協育力向上支援事業費等補助金」を交付し、地域住民等の

参画による地域の実情に応じた様々な取組を有機的に組み合わせて、5 

種々な教育支援活動を行い（乙１０の１）、地域住民が講師として参画

して行った学習補助等の教育支援活動費用（補助対象費用）について、

国、県及び市が各３分の１に当たる金額を補助するものとされている。 

補助事業の実施に当たって、市町村は、域内の教育支援活動等の運営

方法等を検討する運営委員会（実行委員会）を設置し、地域の協力者の10 

確保、登録、配置及び地域の実情に応じた定期的かつ継続的な活動プロ

グラムの企画等を行うコーディネーターを配置する。 

 Ｉクラブ及びＪクラブ 

被告は、平成２０年６月に、「中津市地域協育振興プラン実行委員会」

（以下「プラン実行委員会」という。乙１１。）を設置し、平成２３年15 

から、中津市地域協育振興プラン推進事業として「地域協育力向上支援

事業補助金」で運営される「中津市放課後子ども教室」を開催している。

ｒ地域には、小学校区に対応して、「Ｉクラブ」及び「Ｊクラブ」とい

う放課後子ども教室がある。 

 プラン実行委員会及びコーディネーター 20 

プラン実行委員会の委員は、社会教育法１５条の規定により委嘱する

民間の有識者である社会民生委員からなる（乙１００）。 

他方で、プラン実行委員会の事務局は被告教育委員会生涯学習課とさ

れ、平成２３年度及び平成２４年度は被告教育委員会生涯学習課長が、

平成２５年度及び平成２６年度は被告教育委員会社会教育課長が、平成25 

２７年度は被告教育委員会社会教育課生涯学習推進室長が事務局長を務
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め、事務局員・出納員はこれらの課及び室の職員が務めていた（乙５

８）。 

プラン実行委員会は、事業実施のため学校支援活動、放課後支援活動

の計画、運営などを行う者として、小学校区毎に地域の実情をよく知る

民間人のコーディネーターを配置する（乙１００）。コーディネーター5 

は、謝金の支払や消耗品等その他必要経費の会計事務を担っていた。 

なお、コーディネーターの行う事務は教育委員会の職務ではない。 

イ スポーツ事業（Ｋクラブ） 

 総合型地域スポーツクラブ活動助成 

ＪＳＣは、平成１５年に、独立行政法人日本スポーツ振興センター業10 

務方法書（平成１５年度規則第１号）１３条に基づき、スポーツ振興投

票に係る収益をもって、地方公共団体又はスポーツ団体が行うスポーツ

振興に係る事業に対する必要な資金の支給を適正に行うため、スポーツ

振興くじ助成金の交付を開始した。 

助成対象は、①大規模スポーツ施設整備助成、②地域スポーツ施設整15 

備助成、③総合型地域スポーツクラブ活動助成、④地方公共団体スポー

ツ活動助成、⑤将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成、⑥スポ

ーツ団体スポーツ活動助成、⑦国際競技大会開催助成の７事業である

（乙１６の１、乙１６の２）。 

本件助成事業では、事業費１０分の９が、「総合型地域スポーツクラ20 

ブ活動助成」として、ＪＳＣから被告に交付され、残りの１０分の１は、

被告から「総合型地域スポーツクラブ自立支援事業補助金」が加算され

て、補助金としてＫクラブに交付される（乙６、乙１６の１）。 

 活動助成対象は、a 総合型地域スポーツクラブ創設支援事業、b 総合

型地域スポーツクラブ創設事業、c 総合型地域スポーツクラブ自立支援25 

事業、d 総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業、e 総合型地域ス
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ポーツクラブマネジャー設置支援事業、f 総合型地域スポーツクラブマ

ネジャー設置事業、g クラブアドバイザー配置事業の７事業である（乙

１６の１、２）。 

 Ｋクラブ 

Ｋクラブは、平成２２年３月に総合型地域スポーツクラブとして立ち5 

上げられ、平成２６年１２月１１日に NPO 法人として大分県知事の認

定を受けた、ｒ地域に所在する総合型地域スポーツクラブである（乙１

７）。 

Ｋクラブは、平成２０年、２１年の設立準備期間を経て、平成２２年

度から平成２６年度の５年間にわたり、前記ＪＳＣの行う総合型地域ス10 

ポーツクラブ自立支援事業の助成（前記 ｃ）を受けていた。会長は訴

外Ｌである。 

⑶ 本件退職金の支払 

 原告は、平成２８年３月３１日、本件条例第２条の規定により定年により

職を免ぜられ、本件条例に基づき退職手当１９７３万４２１３円の支払を受15 

けた。 

⑷ 補助金の精算の仕組みと原告の関与 

ア Ｈクラブ 

 補助金の交付（概算払）の流れ 

 Ｉクラブ及びＪクラブは、プラン実行委員会に対し、事業計画書、予20 

算書等を提出し、これをもとにプラン実行委員会は、被告に対し、実施

年度の中津市地域協育振興プラン推進事業補助金交付申請書の提出によ

り交付申請を行い、被告は、プラン実行委員会に対し、中津市地域協育

振興プラン推進事業補助金交付決定通知書を交付する。 

 プラン実行委員会は、被告に対し、中津市地域協育振興プラン推進事25 

業補助金交付請求書を提出し交付請求を行い、これを受けて、被告は、
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プラン実行委員会に対し、概算払で補助金を交付し、プラン実行委員会

は、各放課後子ども教室に対し、概算払で補助金を交付する。 

 その後、被告からの大分県に対する交付申請、大分県からの被告に対

する交付決定、被告からの大分県に対する交付請求を経て、大分県から

被告に対して負担割合（大分県の負担割合３分の１）に従った補助金が5 

概算払される。 

 さらに同様の過程を経て国から大分県へ負担割合（国の負担割合３分

の１）に従った補助金が概算払される。 

（以上、乙５８、乙６３の１ないし乙６３の１０、乙６５の１ないし乙

６５の１０、乙６４の１ないし乙６４の１０、乙６６の１ないし乙６６10 

の１０、乙６７の１ないし乙６７の５、乙６８の１ないし乙６８の５、

乙６９の１ないし乙６９の５、乙７０の１ないし乙７０の５、乙７１の

１ないし乙７１の５、乙７２の１ないし乙７２の５、乙７３の１ないし

乙７３の５、乙７４の１ないし乙７４の５、乙７５の１ないし乙７５の

５） 15 

 精算手続 

 上記 のとおり交付された補助金は概算払であるので、年度末に精算

する必要がある（乙９の１、乙１０の１）。 

Ｉクラブ及びＪクラブは、事業実施後に決算を行い、実際に支出した

費用を確定し、実施年度の運営費決算書等をプラン実行委員会に提出し20 

て、概算払された補助金と実際に使用した補助金の差額を、プラン実行

委員会に対し返還する。 

プラン実行委員会は、Ｉクラブ及びＪクラブを含む各放課後子ども教

室から提出された運営費決算書等をとりまとめて、被告に対し、実施年

度の中津市地域協育振興プラン推進事業補助金実績報告書を提出し実績25 

報告を行う。 
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これを受けて、被告は、プラン実行委員会に対し、実施年度の中津市

地域協育振興プラン推進事業補助金交付確定通知書を交付し、補助金の

確定額を通知する。 

プラン実行委員会は、概算払で交付された補助金の額と確定通知書記

載の補助金の確定額の差額を被告に戻入する。 5 

 被告は、大分県に対し、実施年度の地域協育力向上支援事業費等補助

事業変更承認申請書を提出し補助金変更承認申請を行い、大分県はこれ

に対し、地域協育力向上支援事業費等補助事業変更交付決定通知書を交

付して補助金の交付決定額を変更する旨の決定をする。 

これを受けて被告は、大分県に対して、実施年度の地域協育力向上支10 

援事業費等補助事業実績報告書を提出し、地域協育力向上支援事業の実

績額、国及び大分県の補助金の額、被告の補助金の額を通知する。 

被告は、大分県に対し、概算払された地域協育力向上支援事業費等補

助事業に係る補助金の額と実績額の差額を戻入する。 

大分県は、被告に対して、実施年度の地域協育力向上支援事業費等補15 

助金の額の確定通知書を交付し、地域協育力向上支援事業費等補助金の

確定額を通知する。 

大分県も同様に、負担割合に応じて国へと戻入して、補助金額が確定

する。 

（以上、乙５８、乙７６の１ないし乙７６の１０、乙７８の１ないし乙20 

７８の１０、乙７７の１ないし乙７７の１０、乙７９の１ないし乙７９

の１０、乙８０の１ないし乙８０の５、乙８１の１ないし乙８１の５、

乙８２の１ないし乙８２の５、乙８３の１及び乙８３の２、乙８４の１

及び乙８４の２、乙８５の１ないし乙８５の５、乙８６の１ないし乙８

６の５、乙８７の１ないし乙８７の５） 25 

 原告のＨクラブへの関与 
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原告は、平成１７年３月１日、ｒ町教育委員会ｒ教育センター生涯学

習係勤務を命ぜられ、ｒ教育センターで「Ｉクラブ」「Ｊクラブ」との

連絡調整等を行っていた（乙６０）。 

平成１９年頃、訴外Ｍ（以下「訴外Ｍ」という。）がＩクラブ及びＪ

クラブのコーディネーターに就任したが、原告は、コーディネーターで5 

ある訴外Ｍに代わって、Ｉクラブ及びＪクラブの決算書類作成等の会計

事務（前記 ）を行っていた。なお、原告は前記会計事務を公務外の私

人の立場として行っていた。（乙５８、乙５９、乙１０１ないし乙１０

３、弁論の全趣旨） 

原告は、平成２３年度から平成２７年度までのＩクラブ及びＪクラブ10 

の活動費に係る領収書の一部を改竄した。 

イ Ｋクラブ 

 補助金の交付（概算払）の流れ 

 Ｋクラブは、被告に対し、予算収支の一件記録を提出し、これをもと

に被告は、ＪＳＣに対し、実施年度のスポーツ振興くじ助成金交付申請15 

書の提出により交付申請を行い、ＪＳＣは、被告に対し、実施年度のス

ポーツ振興くじ助成金交付決定通知書を交付する。 

 Ｋクラブは、被告に対し、実施年度の総合型地域スポーツクラブ自立

支援事業補助金交付申請書を提出して交付請求を行い、被告は、Ｋクラ

ブに対し、実施年度の総合型地域スポーツクラブ自立支援事業補助金交20 

付決定書を交付する。 

これをうけて、Ｋクラブは、被告に対して、実施年度の総合型地域ス

ポーツクラブ自立支援事業補助金交付請求書の提出により交付請求を行

い、被告は、Ｋクラブに対し、概算払で補助金を交付する。 

（以上、乙５８、乙８９の１ないし乙８９の５、乙９０の１ないし乙９25 

０の５、乙９１の１ないし乙９１の６、乙９２の１ないし乙９２の６、
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乙９３の１ないし乙９３の６、乙９４の１ないし乙９４の６） 

 精算手続 

 交付された補助金は概算払であるので、以下の手続により精算する。 

Ｋクラブは、被告に対し、実績報告書提出用の資料を提出する。 

被告は、ＪＳＣに対し、実施年度のスポーツ振興くじ助成金に係る助5 

成事業実績報告書を提出し、実績報告を行う。 

Ｋクラブは、被告に対し、実施年度の総合型地域スポーツクラブ自立

支援事業補助金実績報告書を提出する。 

被告は、Ｋクラブに対し、実施年度の総合型地域スポーツクラブ自立

支援事業補助金（Ｋクラブ）交付確定通知書を交付する。 10 

 ＪＳＣは、被告に対し、実施年度のスポーツ振興くじ助成金交付額確

定通知書を交付する。 

ＪＳＣは、被告に対し、実施年度のスポーツ振興くじ助成金交付額確

定通知書記載の助成金を交付する。 

（以上、乙５８、乙４０の１から乙４０の５まで、乙９５の１から乙９15 

５の５まで、乙９６の１から乙９６の５まで、乙９７の１から乙９７の

５まで、乙９８の１から乙９８の５まで） 

 原告の関与 

原告は、Ｋクラブの理事及び事務局長を兼務しており、会計事務を行

っていた（乙５８、乙１８）。なお、原告は前記会計事務を公務外の私20 

人の立場として行っていた。 

 また、原告は、平成２２年３月から平成２５年３月まで、中津市教育

委員会職員として、Ｋクラブに対する指導及び育成の事務も行っていた

（甲１、乙５８、乙６０）。 

 原告は、平成２２年度から平成２７年度までのＫクラブの予算収支の25 

一件記録に係る領収書の一部を改竄した。 
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⑸ 被告から大分県への補助金等の返還 

前記⑷ア の原告の関与の下での補助金の受給に不正があることが発覚し

たとして、大分県は、平成３１年２月１日付け「地域『協育力』向上支援事

業費等補助金返還命令書」（乙１２の１、乙１２の２、乙１２の３）をもっ

て、被告に対し、既に支払った補助金のうち平成２５年度分として６６万７5 

０００円、平成２６年度分として９４万８０００円、平成２７年度分として

７８万８０００円の支給決定を一部取り消してその返還を求めたので、被告

は、平成３１年２月１２日、大分県に対し、合計２４０万３０００円を支払

った（乙１３）。 

また、大分県は、同月１２日付け「地域『協育力』向上支援事業費等補助10 

金の一部取消による返還金に掛かる加算金の納付について」（乙１４）をも

って、被告に対し、平成２５年度分として３５万８１７９円、平成２６年度

分として４１万１２４２円、平成２７年度分として２６万４０５８円の加算

金の納入を求めたので、被告は、平成３１年２月２７日、大分県に対し、合

計１０３万３４７９円を支払った（乙１５）。 15 

⑹ 本件返納命令 

処分行政庁である被告代表者市長は、令和元年８月１９日、原告に対して

退職手当返納命令処分をした（甲３６）。返納命令書に記載された処分理由

は以下のとおりである。 

ア 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めた理由 20 

現在、中津市が訴えを提起している補助金不正受給事件において、貴殿

は今回の事件においていずれも、実施日を偽る方法、講師を偽る方法、教

室を偽る方法（つまり、実施していない教室が実施されたかのように偽っ

て）内容虚偽の領収書を作成する手法で、団体に補助金（助成金）の返還

を免れさせた。 25 

 また、貴殿は、それぞれ目的外使用は認めるものの、その金額の私的な
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着服はないと主張しているが、補助金（助成金）の一部返還命令を受ける

に至った本事件は、公務の運営に重大な支障を与え、また、市民等に重大

な損害を与えた。 

 領収書等の偽造という不適正な事務処理を故意に行い、補助金を不正に

受給し、一部返還を命じられる事態となった事実は、全体の奉仕者たる公5 

務員にあるまじき非違行為であり、信用失墜行為の禁止に抵触し、地方公

務員法第２９条第１項第３号の規定により、懲戒免職処分とすることが相

当であると認めた。 

イ 中津市職員の退職手当に関する条例第１２条第１項で定める事情のほか、

この処分を受ける者の生計の状況に関し勘案した内容についての説明 10 

 本処分に係る聴聞において、当該不利益処分の原因となる事実（中津市

が貴殿を懲戒免職処分に相当すると認定した根拠）に対する反論はなく、

「公務の運営に重大な支障を与え、また、市民等に重大な損害を与えた」

こと、「全体の奉仕者たる公務員にあるまじき非違行為であり、信用失墜

行為の禁止に抵触」することには影響を及ぼさない。 15 

 また、聴聞において、代理人は「裁判で母親の非が確定されれば、求め

られている金額は支払うつもりである。」と述べた。 

 退職手当返納手続に対する不満（「現在裁判で争っていることでもあり、

手続きを凍結してほしい」「母親一人が悪いわけではない」といった旨）

の申立てはあったが、生計状況を理由とする不満ではなかった。 20 

⑺ 審査請求 

原告は、令和元年１１月１８日、原告の息子である f を代理人として、被

告に対して同月１５日付け審査請求書を提出し、本件返納命令の取消しを求

めて審査請求をした。 

被告は、令和２年３月３１日に上記審査請求を棄却しており、その裁決書25 

は、令和２年４月２日に原告に配達されている（甲３７、甲４３の４９頁の
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２０行目から２１行目にかけて）。 

⑻ 訴えの提起 

 被告は、令和２年７月１６日、本件返納命令に基づいて原告に対して退職

金全額の返納を求めて大分地方裁判所中津支部に訴訟提起した（第２事件。

その後、同年１０月２７日に大分地方裁判所に回付され、第１事件に併合さ5 

れている。）。 

 原告は、令和２年１０月１日、本件返納命令の取消しを求めて大分地方裁

判所に訴訟提起した（第１事件）。 

４ 争点 

⑴ 故意に領収書等を偽造するなどして不適正な事務処理を行ったことが、懲10 

戒免職等処分を受けるべき行為に当たるか 

⑵ 本件返納命令に行政庁の裁量権の範囲からの逸脱又は濫用があるといえる

か 

⑶ 処分理由の差替えに当たるか 

５ 争点に関する当事者の主張 15 

⑴ 争点⑴（故意に領収書等を偽造するなどして不適正な事務処理を行ったこ

とが、懲戒免職等処分を受けるべき行為に当たるか）について 

（被告の主張） 

原告は、次のアからウまでのとおり、故意に別紙１及び別紙２（以下「別

紙一覧表」という。）記載の不適正な事務処理を行った。不適正な事務処理20 

の方法は別紙一覧表中被告主張改竄区分に記載したとおりである。すなわち、

地域「協育力」向上支援事業については、ａ実際は教室の開催がないにもか

かわらず教室の開催があったかのように見せかけて領収書を作成した場合を

「教室」、ｂ開催されたことのある教室について実際は支払われていない講

師謝金に係る領収書を作成した場合を「日付」、ｃ実際は講師でないものに25 

対する講師謝金に係る領収書を作成した場合を「講師」と区分し、総合型地
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域スポーツクラブ自立支援事業については、ｄ実施した教室・事業での講師

の水増しによる改ざんを「架空講師」、ｅＫクラブにおける教室の開催がさ

れていないにもかかわらず教室の開催があったかのように見せかけて領収書

を作成した場合を「架空教室」、ｆ中津市に対して支払いがあったかのよう

に見せかけるため公印を用いて領収書を作成した場合を「公印」、ｇ領収書5 

の書き換えを行った場合を「領収書」、ｈ講師謝金の単価に齟齬がある場合

を「杜撰経理」と区分した。 

ア 学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業に係る不正受給 

原告は、被告に在職中の平成２３年度から平成２７年度の間、「中津市

Ｉクラブ」及び「中津市Ｊクラブ」の会計処理者として、国（文部科学省）10 

の「放課後子ども教室」に係る国庫補助事業（以下「国庫補助事業」とい

う。）において、補助金の概算支給を受け、一部実体がないにもかかわら

ず、事業が実施されたかのように見せかけるという不適正な会計処理を行

い、中津市地域協育振興プラン実行委員会（乙１１）をして、被告及び大

分県を通して、国（文部科学省）に補助金額の確定を行わせ、もって、国15 

に返還しなければならない補助金の返還を免れさせた。 

返還を免れた補助金の総額は５４８万６５４１円である。 

イ 独立行政法人日本スポーツ振興センター総合型地域スポーツクラブ自立

支援事業に係る不正受給 

原告は、被告に在職中の平成２２年度から平成２６年度までの間、Ｎク20 

ラブの会計担当者として、ＪＳＣのスポーツ振興くじ助成金に係る活動助

成事業（以下「ＪＳＣ助成事業」という。）において、助成金及び補助金

の概算支給を受け、一部実体がないにもかかわらず、事業が実施されたか

のように見せかけるという不適切な会計処理を行い、Ｎクラブをして、被

告及びＪＳＣに助成金額の確定を行わせ、もって、ＪＳＣ及び被告に返還25 

しなければならない助成金及び補助金の返還を免れさせた。 



14 
 

返還を免れた助成金及び補助金の総額は５７１万７４１８円である。 

ウ 中津市補助事業に係る不正受給 

原告は、ＪＳＣとの前記イの助成が終了した後の平成２７年度も、被告

補助事業について補助金の概算支給を受け、一部、実体がないにもかかわ

らず、事業が実施されたかのように見せかけるという不適切な会計処理を5 

行い、Ｎクラブをして、被告に補助金額の確定を行わせ、もって、被告に

返還しなければならない補助金の返還を免れさせた。 

返還を免れた補助金の総額は３１万１６００円である。 

（原告の主張） 

被告主張の各領収書を原告が作成したことは認める。 10 

そのうえで、各領収書のうち原告が改ざんをしたものについては、別紙一

覧表記載の原告の主張①で「☑改ざんはある」と記載している。また、領収

書の改ざんをしてないものは別紙一覧表記載の原告の主張①で「☑改ざんは

ない」と記載している。各領収書記載額の使途については、別紙一覧表の原

告の主張②記載のとおりである。各領収書ごとに不適正、一部不適正との判15 

断がなされたことへの反論を、別紙一覧表の原告の主張④記載のとおり主張

する。 

⑵ 争点⑵（本件返納命令に行政庁の裁量権の範囲からの逸脱又は濫用がある

といえるか）について 

（原告の主張） 20 

ア 以下の理由により、被告が、原告が在職中に懲戒免職等処分にあたる行

為を行ったものとして本件返納命令を行ったことは、裁量権の範囲を逸脱

し、又は濫用したといえる。 

 被告は原告の行った行為が中津市職員の懲戒処分等に関する指針（乙

４。以下「本件指針」という。）第４標準例３⑻「詐欺」に該当する旨25 

を主張するが、本件指針第４標準例３⑴から の中で、停職以上の重い
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処分（停職、免職）のみが量定として示されているのは、「放火」、

「殺人」、「横領」、「窃盗」、「強盗」、「詐欺、恐喝」、「常習賭

博（ただし、停職しかなく⑻「詐欺、恐喝」よりも軽い）」、「麻薬等

の所持等」、「淫行（１８歳未満へ）」だけであり、本件指針第４標準

例３⑻「詐欺」に該当するには、刑法上の詐欺罪が成立する必要がある5 

ものと解すべきところ、原告の行為は、「人を欺いて財物を交付させた」

（刑法２４６条１項、２項）という詐欺罪の構成要件を満たさないから、

本件指針第４標準例３⑻「詐欺」には該当しない。 

本件指針第４標準例３⑶によれば、刑法上の傷害事件を起こしても、

減給か停職で免職までにはならず、暴行のみであれば、減給又は戒告に10 

とどまるのであるから、刑法上の詐欺に該当しない私人の行為に対して、

傷害事件よりも遥かに重い処分を科すことは比例原則に明らかに反する。 

 被告は、原告の行為は本件指針第４標準例１ の「法令等違反、不適

正な事務処理」に該当する旨を主張するが、本件指針第４標準例１ の

「法令等違反、不適正な事務処理」は、公務員の立場にある者が公務員15 

としての職務の遂行に関して、法令違反、不適正な事務処理等をした場

合のみを想定していることは文言解釈上、一見して明らかであるところ、

原告は私人の立場として本件行為を行っているのであるから、本件指針

第４標準例１ 「法令等違反、不適正な事務処理」には該当しない。 

 退職手当返納命令という人生を左右するほどの極めて重い処分におい20 

ては、定められた指針を類推解釈するようなことは許されず、その指針

から大幅に外れた解釈をした場合には裁量権の範囲の逸脱又は濫用とな

る（被告は「仮に在職中であれば」という表現を用い、退職手当支給制

限処分のケースの話を交えた主張を行っているところ、退職手当返納命

令処分と退職手当支給制限とは異なる制度であり、退職手当支給制限処25 

分のケースの場合であったらというフィクションを交えた解釈が許され
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るものではない。）。 

そして、詐欺罪の構成要件に該当しない行為を類推解釈により本件指

針第４標準例３⑻「詐欺」に含めて量定を考慮することや、公務員とし

ての職務の遂行に関するもの以外の行為も類推解釈により本件指針第４

標準例１ 「法令等違反、不適正な事務処理」に含めて量定を考慮する5 

ことは、本件指針の基準から大幅に外れることになるといえるから、裁

量権の範囲を逸脱又は濫用したこととなる。 

 なお、仮に退職手当返納命令に関して本件指針に規定される標準例の

類推解釈自体が許容されるとしても、本件指針第４標準例１ には公務

員としての職務の遂行に関するものと明記されているのであるから、あ10 

えて除外している公務員としての職務の遂行に関するもの以外にこれを

類推適用するようなことは、当該条項の趣旨に反して許されない。 

イ また、以下の事情も考慮すれば、１９７３万４２１３円の原告の退職手

当の全部を返納の対象とした判断は重きに失して社会観念上著しく妥当性

を欠くものであるから、その裁量権を逸脱し、又はこれを濫用してなされ15 

たものというべきである。 

 地位 

被告が問題としている非違行為は、原告の私人としての行為である。

なお、原告は会計担当ではないうえ、年次有給休暇を取らされてまで住

民課の仕事とは関係のないｒ教育センターの業務の会計等もさせられて20 

いた。 

 本件非違行為が行われた経緯及び動機（補助金の流用） 

公金である補助金（助成金）の管理等をしていたのは被告である。 

補助金を受領するのは私人である原告ではなく被告であり、補助金を

流用して別の事業に用いたのも被告自身であって、原告は事務作業を、25 

有給中、時間外などにさせられていたにすぎない。 
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原告は、別紙３の別紙流用先一覧表のとおり、補助金の下りなかった

被告の事業に対して上司の指示・確認のもとで業務命令により補助金を

流用（目的外使用）し、被告の事業を行うために本件非違行為を行った

ものである。原告が金銭を私的に着服した事実はないし、原告が被告の

支出を免れさせて被告の各事業を実行するような動機も全くない。また、5 

原告が、私人としての立場で、予算化されていない（一部しか予算化さ

れていないものも含む。）被告の各事業を実行することなどあり得ない。 

以下の事実から、このような本件非違行為の経緯及び動機が認められ

るというべきである。 

ａ ＡＥＤの購入について 10 

 ＡＥＤの購入に関しては、ＫクラブというＮＰＯ法人に関して、原

告が同ＮＰＯ法人の代表者であるＬ氏、ｒ支所長の訴外Ｏ氏、ｒ教育

センター長の訴外Ｐ氏から指示・説明を受けて補助金を流用した。 

 ＡＥＤの購入の経緯について説明する。ｒ教育センターの社会体育

施設である o ふれあい広場、o スポーツセンターの２箇所にＡＥＤが15 

未設置であった。ＡＥＤの設置に関しては、ｒ支所所長の訴外Ｏの要

望もあったので予算請求をしたが予算が付かなかった。Ｏ支所長・Ｐ

センター長・Ｌ会長・原告の協議の結果、ＫクラブでＡＥＤ２台を購

入（合計５０万円）し、それを o ふれあい広場、o スポーツセンター

の２箇所に設置し、設置の対価は被告の方で名目を変えて補填するこ20 

とになった。設置の対価は補助金にて補填されることになる。 

 補助金による補填の一つとして、少年野球のグラウンドの使用料の

件があった。 

Ｋクラブは、野球チームであるＱのグラウンド使用料（支払先は被

告）を、補助金を用いて補助していた。Ｋクラブは、Ｑが被告の所有25 

するグラウンドの使用した対価である使用料９万６００円を被告に支
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払わなかった（ＡＥＤを代わりに購入して貰っていた被告もそのこと

は分かっていた。）。すなわち、補助金９万６００円はＡＥＤ購入の

対価に充てられた。 

 このＡＥＤの購入の対価に充てられたグラウンド使用料９万６００

円は、未払金の精算に充てられた。Ｑは会員数が少なく資金難であっ5 

たため監督の訴外Ｒが上記９万６００円以外にも、それ以前の８万円

分のグラウンド使用料を立替払いしていた。そこで、Ｋクラブは、Ｑ

の訴外Ｒに８万円を渡し、もってＱの未払金（訴外Ｒの立替払い分）

の精算をした。残りの１万６００円の使途は、ヨガ教室の世話をして

いた訴外Ｓがヨガ教室を開いていた p公民館のエアコン（１００円投10 

下方式）の使用料を立て替えていたため、１万６００円で、訴外Ｓの

上記立替払いを精算した。 

この点、別紙２の３１頁平成２３年度Ｎｏ．１６３～１６６（借料

及び損料）の特記事項欄を見ると、「H24.4.1 使用料補助金としてＮ

クラブからＱへ 18、000 円の支払いを確認。実績に添付された資料15 

のコピーに「24 年度 AED 購入し o ふれあい広場へ設置するので使用

料は少年野球グラウンド使用料へ移す Ｏ支所長・Ｐセンター長・

Ｌ・m にて承」のメモ書き有 ※本来であれば市からの請求額 90、

600 円を市に納入するはずだが、市には納入せずＱとＳさんに渡した

こととなっている。」と書かれていることからもこの事実が認められ20 

る。なお、「m」とは原告の旧姓である。 

ｂ toto の領収書について 

 まずＱの方で被告へ使用料を支払い、被告から領収書を貰った。そ

の際、被告が領収書の宛名をＱとしていた。 

 その後、Ｋクラブは、Ｑが先に支払った使用料分の補助金等を受領25 

するために、toto 宛の実績報告書を提出し、当初は報告書に上記領収
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書を添付していた。すると、toto は、Ｋクラブに対して、領収書の宛

名がＱだと、Ｋクラブが被告に使用料を支払った証明にはならないと

指摘した。 

宛名を変更して領収書の再発行を受けようとしたが、別名義宛の領

収書を再発行すると、二重発行になるという問題が生じる。原告は、5 

ｒ教育センターのセンター長に相談をしたところ、被告教育委員会ｒ

教育センター名義で新しく領収書を作成して公印を押す承諾を得た。

こうしてできた領収書が、実績報告書に添付された。 

このように、補助金申請の際に、領収書の宛名の名義が問題となり、

新たな領収書が作成された。そして、後で作成したＫクラブ宛の領収10 

書が偽造ということになった。 

別紙２の３１頁平成２３年度Ｎｏ．１６７（借料及び損料）の特記

事項欄に、「Ｑへの支払いはあるようだが、Ｑの領収書ではなく、被

告の領収書を偽造し、toto（スポーツ振興センター）への報告書に添

付している。H23.7.17 使用料補助金としてＮクラブからＱへ支払い15 

を確認"」との記載があることからもこの事実が認められる。 

ｃ グリーンカーテンについて 

 被告の青少年事業の中で、ゴーヤ等のつる植物を絡ませて建物のカ

ーテンのように仕立てる、グリーンカーテンについての取組をしてい

た。 20 

 被告から予算の付かなかった１万３７５０円（内訳：お茶代７５０

円（１５０円を５本）、ジュース代３０００円（１５０円を２０本）、

種・土・ポット代５０００円等）は、補助金の流用で賄われている。 

 平成２３年度のグリーンカーテンへの取組では、多数の種・土・ポ

ットが写真に写っている（甲１の写真１）。また、甲１の写真３には、25 

購入した土を子供たちがＵらの指導の下でポットに写している様子が
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写っており、土が市販品であること、被告の事業に用いられているこ

となどが分かる。この、種・土・ポット等は、他の事業の名目で領収

書を偽造し、その補助金を流用して購入した（甲３９には講師代のみ

で、種・土・ポットの購入代金等は含まれていない。）。 

 グリーンカーテンは、植物を育てて、建物を覆ってカーテンにする5 

取組であり、種・土・ポット等を購入せずに、講師代のみで行える事

業でないことは一見して明白である。それなのに、被告が予算を付け

なかったのは、他の事業の補助金を流用していたからである。つまり、

被告の予算を用いずに、他の事業の補助金を用いて被告はその分の費

用の支出を免れた。 10 

 甲１号証の４のとおり、この取組には教育委員会の者も参加してお

り、事業において予算のついていない種・土・ポット等が購入されて

いたことは被告も把握していた。このグリーンカーテンは、被告の環

境（エコ）に関する取組であり、平成２３年度は被告の所有する施設

である t 風物館に、グリーンカーテンがなされた。平成２４年度には15 

被告の所有する施設であるｒ共同調理場にグリーンカーテンがなされ

た（乙８の１の写真を参照）。本来であれば、被告が環境（エコ）へ

の取組として、自らお金を出して植物等を購入し（あるいは苗から育

て）、グリーンカーテンとすべきものであるにもかかわらず、補助金

の流用という手段を用いてグリーンカーテンの取組を行った。 20 

 事業の過程で講師代のみで、種・土・ポット等の植物購入費用なく

してグリーンカーテンができないことを誰も気が付かないなどあり得

ない。被告が原告に補助金の流用を指示・説明していたからこそ、予

算にない購入物が存在することになったのである。 

ｄ l でのサマーキャンプについて 25 

l でのサマーキャンプには３０名超が参加し、多くの指導員、ボラ
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ンティアの参加費用も捻出しなければならなかった（ボランティアは

食事代・宿泊費等の負担がなかったことについては甲３５を参照）。 

しかし、平成２３年度に実施されたｒ青少年事業で行われたサマー

キャンプ l では、運転業務委託料２万１０００円（甲４０）、それも

港（甲４０の n港）とｒを往復したバスの運転業務代だけしか予算が5 

つかなかった。 

しかし、甲３号証の１から３には、平成２３年度に多数の子どもや

指導者らが参加している様子が写っており、甲４１号証は平成２４年

度のものであるが参加者は３１名となっている。l でのサマーキャン

プが、バスの運転業務代２万１０００円で行える事業ではないことは10 

一見して明白である。わずか２万１０００円の予算だけで同キャンプ

が実行されたのは他の事業の補助金の流用があったからである。原告

には、私人としての行為により被告の支出を免れさせて被告の事業で

ある同キャンプを実行するような動機は全くない。 

ｅ その余の流用先について 15 

 その余の原告の記憶に基づく流用先は、別紙流用先一覧表（別紙３）

のとおりであり、これらを証する証拠である甲１号証から甲３４号証

の２は別紙流用先一覧表（別紙３）記載のイベント等に関する写真で

ある。 

ｆ 原告の異動後にも流用が続いていたこと 20 

原告が補助金に係る事務作業に関係のない住民課に移った後も補助

金の流用が続いていたことからも、流用の主体が被告であったことが

裏付けられている。 

 勤続の功 

原告は、昭和５７年７月１日に市町村合併前のｒ町にＧ保育園調理員25 

として採用されてから、平成２８年３月３１日に定年退職するまで職員
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として永年勤続しており、功績が大きい。 

 損害の多寡 

被告は、自らの予算で行うべき事業に補助金を流用し、その分の支出

を免れていた。補助金の流用が発覚したことにより、支出を免れていた

分を戻したことで本来の状態に戻っただけであるから、被告に損害は生5 

じていない。 

（被告の主張） 

ア 本件返納命令は、後記 及び の事実を理由に行われたものである。 

本件指針において、処分の量定を考慮するにあたり「故意性」「他の職

員及び社会に与える影響、公務内外に及ぼす影響の大きさ」「非違行為の10 

結果の大きさ」「処分の対象となり得る複数の異なる非違行為」などを考

慮してより重い処分とすることもできるところ、領収書等を偽造するとい

う故意の不適正な事務処理を長期にわたって繰り返し行うことで補助金

（助成金）の返還を不正に免れさせ、これにより被告をして多額の補助金

（助成金）の返還を命じられる事態に陥らせた行為は、本件指針に照らせ15 

ば、全体の奉仕者たる公務員にあるまじき非違行為であり、信用失墜行為

の禁止に抵触するものとして、地方公務員法第２９条第１項第３号の規定

により、懲戒免職処分とすることが相当である。 

 具体的には、本件指針第４標準例３⑻「詐欺」又は同１ 「法令等違反、

不適正な事務処理等」にあたり、これらにあたらないとしても本件指針の20 

基本事項に掲げる考慮要素に照らせば、原告は「在職期間中に懲戒免職等

処分を受けるべき行為をした」といえる。 

したがって、仮に在職中であれば「全体の奉仕者たるにふさわしくない

非行のあつた場合」（地方公務員法２９条１項３号）にあたる行為であっ

て、原告は「在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をした」とい25 

える。 
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 原告は、Ｉクラブ及びＪクラブ（放課後子ども教室事業）の会計担当

として、Ｉクラブ及びＪクラブの実績及び補助金の使途について、被告

地域協育振興プラン実行委員会に対し、正確に実績報告をする義務を負

っていたにもかかわらず、別紙１記載のとおり、偽造した領収書等を作

成するなどの方法により、実行委員会に対し、真実に反する実績報告を5 

行い、もって実行委員会をして本来であれば返還されるべきであった補

助金５４８万６５４１円の返還を不正に免れさせ、被告に、①不正に受

給した補助金２４０万３０００円の大分県への返還及び加算金１０３万

３４７９円を支払わせ、②被告独自の「被告地域協育振興プラン推進事

業」に係る補助金１８２万９５４１円を支払わせ、計５２６万６０２０10 

円の損害を生じさせた。 

 原告は、Ｋクラブ（総合型地域スポーツクラブ事業）の会計担当とし

て、クラブの実績及び補助金の使途について、被告に対し、正確に実績

報告をする義務を負っていたにもかかわらず、別紙２記載のとおり、偽

造した領収書等を作成するなどの不適正な会計処理を行う方法により、被告に対し、15 

真実に反する実績報告を行い、もってＫクラブをして、補助金６０２万９０１８円の

返還を不正に免れさせ、被告に、③不正に受給した補助金３８５万５００

０円のＪＳＣに対する返還及び加算金２３４万３９６９円を支払わせ、

④被告独自の補助金２１７万４０１８円を支払わせ、計８３７万２９８７円の損害

を生じさせた。 20 

イ 以下のとおり、退職手当全額の返納を命じた本件返納命令には裁量権の

逸脱や濫用はなく、適法である。 

 本件条例１２条、１５条は、退職手当等の全部又は一部の返納を命ずる

処分をするに当たっては、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責

任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内25 

容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした



24 
 

者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公

務に対する信頼に及ぼす影響のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘

案すべき旨を規定している。 

上記処分をするに当たっては、このような広汎な事情について総合的な

検討を要するのであるから、退職手当返納命令処分の当否や返納を命ずる5 

額を判断するに当たっては、平素から組織内の事情に通じて職員の指揮監

督の衝に当たる者の裁量に任せるのでなければ、適切な結果を期待するこ

とができないといわなければならず、その判断は退職手当管理機関の裁量

に任されている。 

そうすると、退職手当管理機関が上記の裁量権の行使としてした処分は、10 

それが社会観念上著しく妥当性を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、

又はこれを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量の範囲内にあ

るものとして、違法とならない。 

これを本件に当てはめると、原告の非違行為の内容及び程度は重大で、

原告には反省の態度も見られず、公務の遂行に及ぼす支障の程度及び公務15 

に対する信頼に及ぼす影響も重大であるから、退職手当の全部を不支給と

することは相当である。 

⑶ 争点⑶（処分理由の差替えにあたるか） 

（原告の主張） 

 被告は本件返納命令の処分理由を「詐欺」と構成して主張しており、退職20 

手当返納命令書に付記された理由を詐欺と評価しているものと解されるので、

理由の差替えにおける基本的な事実の同一性の有無を判断するにあたっては、

詐欺と評価される事実との間で同一性が認められるか否かが重要な判断要素

となる。 

ア 本件指針第４標準例１ 「法令等違反、不適正な事務処理」に該当する25 

旨の主張について 
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被告の本件指針第４標準例１ 「法令等違反、不適正な事務処理」に該

当する旨の主張は、原告が「職員」としての公務ではなく、私人としての

立場で不適正な事務処理をしたという主張である。 

これは、本件指針第４標準例３⑻「詐欺」とは異なり犯罪行為ではなく、

かつ、文言に直接該当しないものを独自の主張により「比肩」するとし、5 

条文の拡大解釈をしようとするものである。訴訟の段階において、上記拡

大解釈までして処分の理由とすることは、最早、当初の処分理由とは全く

異なる別の処分理由であると評価できる。 

また、条文の拡大解釈を訴訟の段階にて新たに示すことは、処分の名宛

人の防御権行使を保障するために聴聞等の手続が設けられた趣旨を没却す10 

るものといえる。 

よって、本件指針第４標準例１ 「法令等違反、不適正な事務処理」に

該当する旨の主張は、本件返納命令の当初の処分理由との間で基本的な事

実の同一性を欠くものであり、このような理由の差替えは許されない。 

イ 本件指針第４標準例３⑻「詐欺」又は同１⒅「法令等違反、不適正な事15 

務処理等」にあたらないとしても本件指針の基本事項に掲げる考慮要素に

照らせば、原告は「在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をした」

といえる旨の主張について 

被告の主張は、具体的な標準例に基づくものではない。 

具体的な標準例に基づくものではない基準を訴訟段階で解釈を伴って追20 

加することは、被告が訴訟段階で新たな基準を定立してそれにより処分を

下すものと評価できるものであり、このように当初の処分理由とは全く異

なる別の処分理由を持ち出すことを許せば、処分の名宛人の防御権行使を

保障するために聴聞等の手続が設けられた趣旨も没却されることになる。 

よって、本件指針第４標準例３⑻「詐欺」又は同１⒅「法令等違反、不25 

適正な事務処理等」にあたらないとしても本件指針の基本事項に掲げる考
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慮要素に照らせば「在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をした」

といえる旨の被告の主張は、本件返納命令の当初の処分理由との間で基本

的な事実の同一性を欠くものであり、このような理由の差替えは許されな

い。 

（被告の主張） 5 

ア 処分庁が取消訴訟において処分理由の差替えを行うことは原則として許

容されている。 

イ 「理由の差替え」に該当するかどうかは、「処分時の処分理由」を基礎

として判断される。 

 処分理由は「処分の適法性を支える事実」と「それに対する法の適用」10 

から構成されるところ、まず「処分の適法性を支える事実」は、原告が、

実施日を偽る等して作成された内容虚偽の領収書を添付して実績報告書を

作成し、これを被告に提出した事実、これにより放課後こども教室及びＫ

クラブをして、補助金（助成金）の返還を不正に免れさせ、被告をして、

県、ＪＳＣ等に対し、補助金（助成金）の一部返還を行わざるを得なくさ15 

せて合計１３６３万９００７円の損害を与えたという事実である。 

次に「それに対する法の適用」は、原告の行為は全体の奉仕者たる公務

員にあるまじき非違行為であり、信用失墜行為の禁止に抵触するものとし

て、地方公務員法第２９条第１項第３号の規定により、懲戒免職処分とす

ることを相当と認めたというものである。 20 

 本訴訟において被告が主張している事実も同様である。 

第３ 争点に関する当裁判所の判断 

１ 争点⑴（故意に領収書等を偽造するなどして不適正な事務処理を行ったこと

が、懲戒免職等処分を受けるべき行為に当たるか）について 

⑴ 原告が不適正な会計処理を行ったものといえるか 25 

ア 別紙一覧表について 
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別紙一覧表は、被告が不適正な事務処理があったと主張する費用につい

て、原告の主張及び被告の主張をまとめ、当該事務処理が不適正な会計処

理であったと認められるか否かについて裁判所の判断を付したものである

（なお、原告が別紙一覧表記載の諸謝金に係る各領収書を作成したことに

ついて争いはない。不適正な事務処理が故意に行われたと認めることがで5 

きるか否かについては、後記⑶において述べる。）。被告の主張欄には、

左から、実績報告に使用された領収書に記載された額のうち適正とされた

額及び不適正とされた額の別、領収書記載の金銭の支払先、支払先とされ

た者への確認状況、支払先とされた者以外への聴取り内容及び特記事項、

行政庁が不適正な会計処理が行われたと認めた理由及び判断方法（乙８８、10 

乙９９参照）、改竄区分、不適正な会計処理が行われたことを判断するた

めに参照すべき紐づけ資料及びその説明が記載されている。 

   原告の主張欄には、①「改竄の有無」欄は被告主張欄記載の改竄区分 

による改ざんに対する認否を、②「領収書記載額の使途」欄は領収書記載

の費用の使途を、③「不適正との判断が不合理である理由（中略）」欄及15 

び④「不適正な支出とされた項目への被告の反論」欄は、不適正な会計処

理が行われたとの被告主張に対する原告の反論が記載されている。 

   当裁判所の判断欄において、不適正な会計処理が行われたか否かに対す

る当裁判所の認定及び不適正と認めた類型を記載した。 

イ 当裁判所の判断欄記載の判断類型 20 

 各項目について、掲記の証拠から不適正な会計処理であると認めたも

のについては、下記のＡないしＦの類型に応じ、「理由」欄にその旨を

記載し、類型に該当しないものは「理由」欄に個別の理由を記載した。 

Ａ 領収書記載の教室開催日の全てについて教室開催の事実がないにも

かかわらず、教室が開催されていることを前提として領収書の作成を25 

行った 
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Ｂ 領収書記載の教室開催日の一部について教室開催の事実がないにも

かかわらず、領収書記載の教室開催日全てが開催されていることを前

提として領収書の作成を行った 

Ｃ 領収書記載の教室開催日の全て又は一部について、作成名義人が講

師として参加した事実がないにもかかわらず、作成名義人が教室開催5 

日に講師として参加したことを前提として領収書の作成を行った 

Ｄ 明細の記載のない領収書を用いて会計処理を行った 

Ｅ 領収書記載の使途の費用を要しなかったにもかかわらず、領収書記

載の使途の費用を要したとして領収書の作成を行った 

Ｆ 実体と異なる謝金単価を記載した領収書の作成を行った 10 

 各類型の説明 

ａ Ａ（領収書記載の教室開催日の全てについて教室開催の事実がない

にもかかわらず、教室が開催されていることを前提として領収書の作

成を行った）の類型について 使用記録簿、教室案内、教室関係者か

らの聴取内容等から判断を行った。 15 

別紙１の２頁平成２４年度領収証Ｎｏ．６５を例にすると、１０月

１日、８日、１５日、２２日、２９日、１１月５日、１２日、１９日、

２６日、１２月３日、１０日、１７日、２４日に開催されたＪクラブ

の算数教室の講師謝金として Vが２万６０００円を受領した旨の記載

がある（乙３８の３・２６４頁、乙２５の５・９頁）。  20 

もっとも、前記日時において、Ｊクラブ算数教室のためにＪクラブ

算数教室の開催場所であるｑ公民館の使用されたことが使用記録簿上

確認できない（乙２５の１・５１頁ないし５２頁及び５６頁、乙２７

の４、乙３８の３・２６５頁から２６７頁）ことからすれば、同領収

書Ｎｏ．６５記載の教室開催日の全てについて教室開催の事実がない25 

にもかかわらず、教室が開催されていることを前提として領収書の作
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成を行ったものと認められる。 

これは、実体のないものに対して対価を支払った形にして虚偽の内

容の領収書を作成して会計処理するものであり、不適正なものである

ことは明らかである。別紙一覧表では、同じように判断されるものに

つき、裁判所の「理由」欄に、Ａと記載している。 5 

ｂ Ｂ（領収書記載の教室開催日の一部について教室開催の事実がない

にもかかわらず、領収書記載の教室開催日全てが開催されていること

を前提として領収書の作成を行った）の類型について 

     使用記録簿等、教室案内、教室関係者からの聴取内容、ｒ公民館の

使用申請書等から判断を行った。 10 

     別紙１の１頁平成２３年度領収証Ｎｏ．５を例にすると、１０月１

２日、２６日、１１月９日、３０日、１２月７日、１４日に開催され

たＪクラブ手芸教室の講師謝金として W が６０００円を受領した旨

の記載がある（乙３８の１・２５頁、乙２５の６・５頁）。  

この点、Ｊクラブの手芸教室は隔週水曜日の開催であったと認めら15 

れるところ（乙２５の１・４頁ないし５頁、同６４頁ないし６５頁、

同８４頁ないし８５頁）、開催されたとされる１２月７日の手芸教室

は前回の手芸教室開催日である１１月３０日の１週間後の水曜日であ

る。また、前記日時のうち１１月９日及び１２月１４日を除いてＪク

ラブ手芸教室の開催場所であるｓ小学校の使用は記録上確認できない20 

（乙２５の１・４頁ないし５頁、同６４頁ないし６５頁、同８４頁な

いし８５頁、乙２７の５、乙３８の１・２６頁から３１頁）。したが

って、原告は、同領収証Ｎｏ．５記載の教室開催日のうち、１２月７

日について教室開催の事実がないにもかかわらず、領収書記載の教室

開催日全てが開催されていることを前提として領収書の作成を行った25 

ものと認められる。 
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これは、Ａと同様、実体のないものに対して対価を支払った形にし

て虚偽の内容の領収書を作成して会計処理するものであり、不適正な

ものであることは明らかである。別紙一覧表では、同じように判断さ

れるものにつき、裁判所の「理由」欄に、Ｂと記載している。 

ｃ Ｃ（領収書記載の教室開催日の全て又は一部について、作成名義人5 

が講師として参加した事実がないにもかかわらず、作成名義人が教室

開催日に講師として参加したことを前提として領収書の作成を行った）

の類型について 

     作成名義人とされる者及び教室関係者からの聴取内容等から判断を

行った。 10 

     別紙１の２頁平成２４年度領収証Ｎｏ．６６を例にすると、１０月

２日、９日、１６日、２３日、１１月６日、１３日、２０日、２７日、

１２月４日、１１日、１８日、２５日に開催されたＪクラブ国語教室

の講師謝金として Vが２万４０００円を受領した旨の記載がある（乙

３８の１・２５頁、乙２５の５・１０頁）。Ｊクラブ国語教室は毎週15 

金曜日にｓ公民館で開催されていたことが認められるところ（乙３８

の２・１８０頁から１８２頁、乙４４の４・２０３頁、乙２５の１・

５１頁ないし５２頁、同５６頁）、平成２５年度までＪクラブの国語

教室の講師は X及び Yが行っていたことが認められる（乙２５の１・

５１頁ないし５２頁、同５６頁）。  20 

     この点、V は国語教室に行った旨述べるが、講師として参加してい

たことを証するに足りる的確な証拠は他に存在せず、V は原告の娘で

あり原告と密接な利害関係を有する上、V の言によれば長期間継続し

て国語教室に行っているにもかかわらず、国語教室の内容は覚えてい

ないとも述べており、その供述は不合理で具体性に欠け、国語教室に25 

行ったと認めることはできない。したがって、原告は、前記領収証Ｎ
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ｏ．６６記載の教室開催日全てについて、作成名義人が講師として参

加した事実がないにもかかわらず、作成名義人が教室開催日に講師と

して参加したことを前提として領収書の作成を行ったものと認められ

る。 

     これは、Ａと同様、実体のないものに対して対価を支払った形にし5 

て虚偽の内容の領収書を作成して会計処理するものであり、不適正な

ものであることは明らかである。別紙一覧表では、同じように判断さ

れるものにつき、裁判所の「理由」欄に、Ⅽと記載している。 

ｄ Ｄ（明細の記載のない領収書を用いて会計処理を行った）の類型に

ついて 10 

     別紙１の２０頁平成２４年度領収証Ｎｏ．５６３を例にすると、平

成２４年度に Z教室が開催されていたこと及びトライアル a店が領収

書を発行したことは認められるが、ただし書きの記載及び購入物品の

明細がなく、何を購入したかが判別できない（乙２５の１・２７頁な

いし２８頁、同３５頁ないし３６頁、同８０頁、乙４４の４・１７０15 

頁、乙３７の４）。 

     一般に明細の記載のない領収書による会計処理は、支払の対象が何

かが具体的に判別できず、補助金によって賄われるべき費用であるか

の判断がつかないことから、帳票を欠く費用として扱わざるを得ず、

不適正な会計処理であると認められる。別紙一覧表では、同じように20 

判断されるものにつき、裁判所の「理由」欄に、Ｄと記載している。 

ｅ Ｅ（領収書記載の使途の費用を要しなかったにもかかわらず、領収

書記載の使途の費用を要したとして領収書の作成を行った）の類型に

ついて 

 別紙１の２０頁平成２４年度領収証Ｎｏ．５８１を例にすると、同25 

領収書には、b 商店を作成名義人として、Ｉクラブ学びの教室（国語
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教室及び算数教室）から２Ｌのお茶１０本の購入代金３０００円を受

け取った旨記載されている（乙４４の４・１６７頁）。同費用は会議

費として計上される（乙１０の２）。 

平成２４年度にＩクラブにおいて学びの教室（国語教室及び算数教

室）が開催されているところ（乙２５の１・４５頁から５６頁まで、5 

同１５頁から１６頁まで、同１８頁から２２頁まで）、同年度に学び

の教室についての会議が開催されたことを証するに足りる帳票は存在

しない。したがって、前記領収書記載の使途の費用を要しなかったに

もかかわらず、領収書記載の使途の費用を要したとして領収書の作成

を行ったものと認められる。 10 

 これは、Ａと同様、実体のないものに対して対価を支払った形にし

て虚偽の内容の領収書を作成して会計処理するものであり、不適正な

ものであることは明らかである。別紙一覧表では、同じように判断さ

れるものにつき、裁判所の「理由」欄に、Ｅと記載している。 

ｆ Ｆ（実体と異なる謝金単価を記載した領収書の作成を行った）の類15 

型について 

Ｋクラブの各年度の謝金単価資料から判断した。 

別紙２の１２頁平成２５年度領収書Ｎｏ．３６を例にすると、同領

収書には c がＫクラブから、ｒ公民館及び d スタジオで４月４日、１

１日、１８日、２５日、５月２日、９日、１６日、２３日、６月６日、20 

１３日、２０日、２７日に開催されたスポーツダンス教室の講師謝金

として６万円の支払を受け、所得税６１２６円を引いた５万３８７４

円を受け取った旨の記載がある（乙４６の３・５０頁）。Ｋクラブで

は毎週木曜日１９時から２１時に c 及び e を講師としてスポーツダン

ス教室を開催しており、前記領収書Ｎｏ．３６記載の開催日において25 

c を講師としてスポーツダンス教室が開催されていた（乙３１・７３
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頁から７６頁まで、乙３２の３、乙３９の２・１３頁、乙４８、乙５

２の２）。もっとも、Ｋクラブで定められた１教室２時間の種目別指

導者の謝金単価は２０００円であるため、前記領収書記載の開催日

（全１２日）にかかる c の講師謝金は２万４０００円である。 

     したがって、誤った謝金単価を記載した領収書の作成を行ったもの5 

と認められ、不適正な会計処理が行われたものであることは明らかで

ある。 

ウ 原告の主要な反論について 

 「きちんと支払いをしているのに不正と判断されている」との反論

（全額支払済み） 10 

    前記イのとおり、本件においては、原告の領収書記載の金額の全部又

は一部の支払を行うべき実体がないにもかかわらず領収書の作成を行っ

た行為又は補助金によって賄われるべき経費と判断するに足りる帳票に

よらずに会計処理を行った行為を不適正（不正）な会計処理と認定して

いるものであって、支払が行われたか否かによって前記認定が左右され15 

るものではないため、その反論は前提において採用し難い。 

 「補助金を流用した主体は原告ではなく、原告は被告等が補助金を流

用した際に事務処理を行った者に過ぎない」との反論 

    原告の反論は、原告が被告又は被告職員の指示によって事務処理を行

ったにすぎず自己の利益を図るために行為を行ったものではない旨の非20 

違行為の動機又は経緯に係るものであると理解され、これらは、懲戒処

分の量定に関する事情ないしは本件返納命令に係る裁量権の範囲からの

逸脱又は濫用に関する事情であり、前記認定を左右するものではない。

後記２⑶において検討を行う。 

 「講師の証言があるにも関わらず、原告の親類縁者ということで第三25 

者の証言がないとして不正と推認して判断がなされてしまっている」と
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の反論 

 本件においては、前記認定に当たり、原告の親類縁者ではない第三者

の証言がないことのみをもって、不適正な認定をするものではなく、親

類縁者の証言それ自体の信用性や裏付けの有無などを踏まえて、その旨

の判断をするものであり、その指摘は当を得ないものというべきである。5 

以下に述べる。 

ａ V 

 V は原告の娘であり、その証言の信用性については慎重に検討する

必要がある。そして、V は、Ｈクラブ又はＫクラブから講師の依頼を

受けた旨を証言するところ、同証言の裏付けとなる証拠ないし事情は10 

存在しない。さらに、前記イ ｃのとおりに、V から聴取した内容

（乙２５の１・２１頁ないし２２頁、乙３１・２４頁）も、一定期間

継続して講師として関与したと述べるにもかかわらず、他の講師、教

室の内容、教室が行われた場所について覚えていない等曖昧な内容を

述べるなどもしており、全体としてその信用性に疑念を差し挟む余地15 

がある。 

したがって、V の証言をもって、原告の会計処理が不適正でなかっ

たと断ずることは困難である。 

ｂ f 

 f は原告の息子であり、その証言の信用性については慎重に検討す20 

る必要がある。そして、f は、Ｈクラブ又はＫクラブから講師の依頼

を受けた旨を証言するところ、同証言の裏付けとなる証拠ないし事情

は存在しない。さらに、f から聴取した内容（乙２５の１・１２５頁

ないし１２６頁、乙３１・２５頁ないし２９頁）も、他のスタッフ、

領収書記載の教室又は大会が行われた場所について覚えていない、そ25 

の他のことは覚えていない、講師ではなく見ていただけだが謝礼は受
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け取った等曖昧な内容を述べており、全体としてその信用性に疑念を

差し挟む余地がある。 

 したがって、f の証言をもって、原告の会計処理が不適正でなかっ

たと断ずることは困難である。 

ｃ g 5 

 g は原告の元夫であり、その証言の信用性については慎重に検討す

る必要がある。そして、g は、Ｋクラブから講師の依頼を受けた旨を

証言するところ、同証言の裏付けとなる証拠ないし事情は存在しない。

さらに、g から聴取した内容（乙３１・１１７頁）のうち、カヌー教

室にかかる内容は、毎回参加しておりカヌー教室の講師である hと共10 

に指導を行っていた旨を述べるものの、カヌー教室で講師をしていた

h は g を知らないと述べており（乙３１・４５頁）、その証言の信用

性に疑念を差し挟む余地がある。 

 したがって、g の証言をもって、原告の会計処理が不適正でなかっ

たと断ずることは困難である。 15 

ｄ i 

 i は、原告の息子 f の配偶者であり、その証言の信用性については

慎重に検討する必要がある。そして、i は、Ｈクラブから講師の依頼

を受け又はＫクラブの大会スタッフとして参加した旨を証言するとこ

ろ、同証言の裏付けとなる証拠ないし事情は存在しない。さらに、i20 

から聴取した内容（乙２５の１・２４頁ないし２５頁、乙３１・１７

頁）のうちＨクラブの教室講師としての参加について、一定期間継続

して関与したと述べるにもかかわらず（なお、講師としての関与をい

うものかははっきりしない。）、他の講師、教室の内容、教室が行わ

れた場所について覚えていない等曖昧な内容を述べるなどもしている25 

などしており、その証言の信用性に疑念を差し挟む余地がある。  
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したがって、i の証言をもって、原告の会計処理が不適正でなかっ

たと断ずることは困難である。 

 「本人に聞き取りができない、第三者からの証言を得られないなどの

理由をもって不適切な支出であると判断すること自体が不合理であり、

不適切な支出であることへの十分な立証を被告は行っていない」との反5 

論 

 原告の反論は、別紙一覧表記載の「実績報告上の使途」の項目のうち、

以下の①ないし⑤のものである。 

① 別紙１の平成２５年度領収証Ｎｏ．５５１以下にある「保険料」 

② 別紙１の平成２４年度領収証Ｎｏ．５６３以下にある「消耗品費」 10 

③ 別紙１の平成２４年度領収証Ｎｏ．５８１以下にある「会議費」 

④ 別紙２の平成２２年度領収書Ｎｏ．３６記載の j を作成名義人とす

る「諸謝金」 

⑤ 別紙２の平成２５年度領収書Ｎｏ．５６記載の kを作成名義人とす

る「諸謝金」 15 

消耗品費については、前記イ ｄのとおり、明細の記載のない領収書

を用いて会計処理を行ったことを根拠として不適正な会計処理が行われ

たものと認定しているものであるから、原告の反論は当たらない。 

また、その他の項目についても、本人に聴取できないことを理由に認

定したものではなく、別紙一覧表掲記の証拠によって認定したものであ20 

るから、原告の反論は当たらない。 

エ 以上のとおり、別紙一覧表記載の費用について不適正な会計処理が行わ

れていることが認められる（別紙一覧表）。 

⑵ 原告が行った不適切な会計処理について原告の故意（原告が領収書記載の

費用として実体のないことを認識していたこと） 25 

ア 原告は、別紙一覧表のうち、別紙１の２４頁から４０頁まで及び別紙２
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の２８頁から４０頁までの領収書について被告主張の改竄区分にかかる各

領収書の改竄を行った事実を認めており、同領収書（計４６９万１９５８

円分）については、その全部又は一部の実体がないにもかかわらず会計処

理を行っていたことを認識していたものと認められる（別紙一覧表）。 

イ また、別紙２の３頁平成２２年度Ｎｏ．１３２、同Ｎｏ．１３４、同Ｎ5 

ｏ．１３６及び同８頁平成２３年度Ｎｏ１５８については、原告が、平成

２２年度の旅費合計５万７４２０円（内訳：６月１７日ｒ～u６６００円、

１１月２４日ｒ～u６６００円、１２月１７日ｒ～u６６００円、２月６

日ｒ～u６６００円、２月２６日及び同２７日ｒ～v３万１０２０円）を

Ｋクラブから受け取った旨及び平成２３年度の旅費合計４万５５２０円10 

（内訳：６月１０日ｒ～u６６００円、９月４日ｒ～u６６００円、１１

月１３日ｒ～v１万９４４０円、１１月２１日ｒ～u６６００円、３月２

日ｒ～u６２８０円）をＫクラブから受け取った旨が記載されている領収

書等が存在する（乙４６の６・２５４頁から２５５頁まで、同２５７頁、

乙４６の５・２７８頁、同２８１頁から同２８２頁まで）。もっとも、原15 

告は、前記各領収書等記載の日程のうち、平成２２年度６月１７日、１２

月１７日、２月２６日、同２７日及び平成２３年度１１月１３日において、

公用車を使用して目的地に移動している（乙５３・１頁から５頁まで、同

８頁から１１頁まで）。そうだとすれば、原告は、公用車を用いることに

よって旅費（ただし、宿泊費を除いた額）の支出がないにもかかわらず、20 

これを要したものとして領収書の作成を行っていたことになるから、前記

各領収書記載の金額（計１０万２９４０円）のうち公用車を使用した日程

分の交通費の支出（計５万５１６０円。乙４６の６・２５４頁から２６１

頁、乙４６の５・２８２頁参照）については、実体のない不適切な会計処

理を行っていたことを認識していたものと認められる。 25 

   この点について、原告は上司らとの話合いによって旅費支出を行うこと
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にした旨主張するが、これを裏付けるに足りる的確な証拠はないから、原

告の主張は採用し難い。 

ウ さらに、別紙一覧表（別紙一覧表中赤色部分）のとおり、原告は自らの親

族らに対して講師謝金として１２９万１０００円分（なお、うち１２２万４

０００円分について講師としての関与の実体がないにもかかわらず支払いが5 

行われている。）の領収書を発行しており、これらは不適正な会計処理であ

ることが認められるところ、これらの不適正な会計処理の手法は、前記アに

おける改ざん方法と同様の手法によるものであり、偶然に原告の親族複数名

らが原告に知られることなく原告の行った改ざん方法と同じ手法によって原

告に支払を行わせたと考えるのは極めて不自然であり、原告と共同して行わ10 

れたものと推認するのが自然である。したがって、原告において、これらの

領収書の作成について、実体のない会計処理を行っていることを認識してい

たものと認められる。 

エ 以上によれば、原告は、少なくとも６０８万５８９８円分（４６９万１９

５８円分＋１０万２９４０円分＋１２９万１０００円分）の領収書について、15 

同領収書記載の費用が全部又は一部実体のないことを認識して作成したもの

と認められるから、故意に領収書を偽造する等して不適正な会計処理を行っ

たもの（以下「本件非違行為」という。）と認められる。 

⑶ 以上を前提に、原告が在職期間中に「懲戒免職等処分を受けるべき行為」

（本件条例１５条１項３号、同１３条）を行ったといえるかにつき、検討す20 

る。 

ア 被告は、主位的に、本件非違行為が、本件指針第４標準例３⑻「詐欺」

に該当する旨を主張する。 

この点、「詐欺」は、人を欺いて財物を交付させたというものであり、

同種の標準例３の公務外非行関係の例に照らすと、いずれも刑法犯として25 

のものを想定していると解されるところ、本件非違行為は、被告の主張を
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前提にしても、偽造した領収書等を作成して真実に反する実績報告を行い、

もって、放課後教室やスポーツクラブをして、補助金の返還を不正に免れ

させたというものであり、人を欺いて財物を交付させた、ないし、財産上

不法の利益を得たとは直ちには評価し難いものであるから、本件指針第４

標準例３⑻の「詐欺」に該当しないものといわざるを得ない。 5 

イ 他方、前記⑵のとおり本件非違行為は、原告が実体に反するものである

ことを知りながら、実施日を偽る方法、講師を偽る方法、教室を偽る方法、

すなわち、実施されていない教室等が実施されたかのように偽って内容虚

偽の領収書を作成する手法で、多数回にわたり、放課後教室や地域スポー

ツクラブをして補助金の返還を免れさせたというものであり、故意に偽造10 

的手法で不適正な会計処理を行ったものと評価できるものである。  

補助金の流用は、地方自治法第２２０条第２項、中津市予算規則第１７

条により、予算の執行上必要がある場合に限るほか、原則としてできず、

これを必要とするときは、決裁を得なければならないとされているが、原

告が本件非違行為として行っているのは、このような補助金の流用ではな15 

く、当初予定された事業とは異なる事業に対し、所定の手続を経ないで流

用し得ない経費を充てるものであって、違法なものといわざるを得ないも

のである。 

本件非違行為は、平成２３年から平成２７年の間に、故意に正確でない

費用の支出の報告を行い、被告をして助成金の返還を免れさせたものであ20 

るところ、これは約４年間という長期にわたって本来厳格に管理されるべ

き公金を不透明に流出させるとともに、被告がこれに係る補助金の返還を

命じられることになった場合には公金の流出による損失を被告に負わせる

結果を招くものである。このような行為が許容されることになれば、納税

者全体の損失を招来するばかりか、公金の管理の主体である国又は公共団25 

体及びこれらの職員への住民の信頼を著しく毀損するといえ、強い非難に
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さらされるべきものとして許容されざるものと指摘するほかない。 

しかも、本件については、報道がなされており地域住民へ少なくない公

務に対する不信感を現実に生じさせたと容易に推認されること、本件の発

覚は地域住民からの支払調書に関する問合せがきっかけとなっていること、

本件非違行為が地域住民の名義を勝手に使用し領収書を発行したという態5 

様に係るものであること、税金を原資とする補助金の不正な使用に関する

ものであることを踏まえると、地域住民からの租税徴収に支障を現に生じ

させたといえる。また、被告は、本件非違行為の調査のため、長期間にわ

たり、人員を投じることを余儀なくされたものであった。これらを踏まえ

れば、本件非違行為は被告の公務に対する信頼やその遂行に重大な影響や10 

支障を及ぼすものであったと評価されても致し方ない（なお、前記⑵によ

れば、原告は６０８万５８９８円分に係る領収書について故意に不適正な

事務処理を行っているところ、このうち支出された金員の一部は、上記金

額のうちの約２１％程度（１２２万４０００円＋５万５１６０円／６０８

万５８９８円）とはいえ、講師としての関与の実体や交通費の支出がない15 

にもかかわらず原告自身及び原告の親族に支出されており、このような態

様による支出は、恣に私的な利益を得るために行ったものと評価されても

致し方なく、原告が私人として公務外に行った行為ではあるものの、被告

の補助事業の事務局であるｒ教育センターの生涯学習課に所属しながら行

ったものであることも踏まえると、地域住民及び社会一般からの市職員に20 

対する信用を大きく損なうものであるといえ、その一事のみを取り上げて

も非難の程度は相当に強いといわざるを得ない。）。 

原告は、本件非違行為に関し、使途については私的に流用していない、

上司から指示されたなどと主張している。もっとも、前記の認定によれば、

使途に関し、一部には、自ら又はその親族が利益を得る形で支出されたも25 

のが存すること、上司から指示がある旨を述べるものの（甲５０、原告本
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人）、その指示をめぐる経緯については、必ずしも具体的とはいい難く、

かつ、一貫しないものがあるといわざるを得ず、その主張は直ちには採用

し難い（後記２⑶に詳細を述べる。）。 

そうすると、原告の補助金の目的外使用は、故意に内容虚偽の領収書等

を作成するという極めて悪質な態様でされたものであることに加え、前記5 

の使途に関する状況や上司からの指示に基づくとの主張が採用し難いもの

であることに鑑みれば、その動機には酌むべきものはないといわざるを得

ない。 

そして、本件非違行為は、本務外の私人としての立場に基づくものであ

った（前記前提事実⑷ア 、同⑷イ ）とはいえ、被告の職員としての立10 

場を利用したものと評価せざるを得ない。 

本件行為の発覚後、被告は受給済みの補助金の一部返還を余儀なくされ

るなど（前提事実⑸）、市政に及ぼす影響は甚大なものがあったといわざ

るを得ない。 

したがって、本件行為は、市職員の職の信用を傷つける職全体の不名誉15 

となる信用失墜行為（地方公務員法２９条１項１号、３３条）といえ、ま

た全体の奉仕者たるにふさわしくない非行（同法２９条１項）に当たるも

のといえ、本件指針の第４標準例１ の法令等違反、不適正な事務処理等、

すなわち、職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適正な事務処理等

を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与えたものに照らして、免20 

職等の処分の対象となるものであった。 

以上を踏まえれば、原告は、在職中に、「懲戒免職等処分を受けるべき

行為」を行ったと認められる。 

２ 争点⑵（本件返納命令に行政庁の裁量権の範囲からの逸脱又は濫用があると

いえるか）について 25 

⑴ 原告は、原告に係る退職金の全額の返納を命じた本件返納命令に裁量権の
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範囲からの逸脱又は濫用があった旨を主張するので、検討する。 

ア 本件条例１５条１項３号は、退職手当等の支払を受けた者に対し、その

者が退職に係る退職手当在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為を

した場合に、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者が占

めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職を5 

した者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後

における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の

程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響（本件条例１２条１

項柱書）のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、退職手当の

全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる旨規定している。本10 

件条例の規定により支給される一般の退職手当等は、勤続報償的な性格を

中心としつつ、給与の後払的な性格や生活保障的な性格も有するものと解

される。そして、本件規定は、個々の事案ごとに、退職者の功績の度合い

や非違行為の内容及び程度等に関する諸般の事情を総合的に勘案し、給与

の後払的な性格や生活保障的な性格を踏まえても、在職中に当該退職者の15 

勤続の功を抹消し又は減殺するに足りる事情があったと評価することがで

きる場合に、退職手当返納命令処分をすることができる旨を規定したもの

と解される。このような退職手当返納命令処分に係る判断については、平

素から職員の職務等の実情に精通している者の裁量に委ねるのでなければ、

適切な結果を期待することができない。そうすると、本件規定は、退職手20 

当等の支払を受けた者に対し、その者が退職に係る退職手当在職期間中に

懲戒免職等処分を受けるべき行為をした場合に、退職金の返納を命ずる処

分をするか否か、これをするとした場合にどの程度返納を命ずるかの判断

を、退職手当管理機関の裁量に委ねているものと解すべきである。したが

って、裁判所が退職手当返納命令処分の適否を審査するに当たっては、退25 

職手当管理機関と同一の立場に立って、処分をすべきであったかどうか又
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はどの程度支給しないこととすべきであったかについて判断し、その結果

と実際にされた処分とを比較してその軽重を論ずべきではなく、退職手当

返納命令処分が退職手当管理機関の裁量権の行使としてされたことを前提

としたうえで、当該処分に係る判断が社会観念上著しく妥当を欠いて裁量

権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められる場合に違法であると5 

判断すべきである（最高裁昭和４７年（行ツ）第６３号同５２年１２月２

０日第三小法廷判決・民集３１巻７号１２２５頁、最高裁令和４年（行ヒ）

第２７４号同５年６月２７日第三小法廷判決・民集７７巻５号１０４９頁

参照）。 

イ 前記１⑶のとおり、本件非違行為は、懲戒免職処分を受けるべき行為で10 

あったといえるところ、①原告が実体がないことを知りながら、内容虚偽

の領収書を作成する偽造的手法で、長期間及び多数回にわたり、補助金を

目的外に使用し、その返還を免れさせたというものであり、故意による不

適正かつ違法な会計処理（事務処理）との評価を免れないものであって、

その総額も５００万円以上に及び、その中には私的流用に関するものも含15 

まれていて、その動機に酌むべきものはないこと、②本件非違行為は、不

透明な公金の流出による損失を被告に負わせる結果を招く行為であり、納

税者全体の損失を招来するばかりか、公金の管理の主体である国又は公共

団体及びこれらの職員への住民の信頼を著しく毀損するものであり、強い

非難にさらされるべきものであること、③本件非違行為は、地域住民へ少20 

なくない公務に対する不信感を生じさせたと容易に推認され、地域住民か

らの租税徴収上の不都合を生じさせるおそれをも生じさせたといえること、

④被告は本件非違行為の調査のため長期間人員を投じ調査することを余儀

なくされたものであり、被告の公務に対する信頼やその遂行に重大な影響

や支障を及ぼすものであったこと、⑤本件非違行為の発覚後、中津市は受25 

給済みの補助金の一部返還を余儀なくされるなど（前提事実⑸）、市政に
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及ぼす影響は甚大なものであったことを踏まえると、その非違の内容及び

程度は著しく重いものがあると指摘せざるを得ない。そうすると、原告が

昭和５７年から平成２８年３月に退職するまでの長きにわたり被告におい

て勤続してきたこと、この間本件以外に非違行為で処分を受けた事実がな

いことなどを最大限勘案したとしても、本件非違行為に係る非違の内容及5 

び程度を踏まえるならば、被告の退職手当管理機関の裁量権の行使として

された本件返納命令に係る判断が社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の

範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認めることはできないというべきで

ある。 

⑵ 原告は、要旨、①原告の行為は被告主張の標準例に該当しない旨、②本件10 

指針の基準から大幅に外れた場合には裁量権の範囲からの逸脱又は濫用とな

るところ、該当しないものについてその基準にあたるとして量定を定めるこ

とや、裁量基準に照らさず総合考慮により量定を定めることは裁量権の逸脱

又は濫用にあたる旨、③刑法上の傷害事件を起こしても、減給か停職で免職

までにはならないにもかかわらず、刑法犯とはいえない行為についてこれよ15 

り重く量定を考慮することは比例原則違反である旨を主張する。 

地方公務員の懲戒処分については、地方公務員法２９条１項が、所定の懲戒

事由がある場合に、懲戒処分をすることができる旨規定するところ、懲戒処

分をすべきかどうか、また、懲戒処分をするときにいかなる処分を選択すべ

きかについては、公正でなければならないこと（同法２７条１項）、平等に20 

取り扱われなければならないこと（同法１３条）等、一般的な規定を設ける

のみで具体的な基準を設けていない。この点、被告においては、同法に基づ

く懲戒処分等を行う際の指針として本件指針が定められ、本件指針は当該懲

戒処分を厳正かつ公平に行うため、その処分量定の基準その他必要な事項を

定めるとともに、より厳正な綱紀の保持と質の高い公務の推進に資すること25 

を目的とするところ、本件指針第２基本事項において具体的な量定の考慮を
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行うに当たり、総合的に考慮する事項を掲げるほか、個別の事案の内容によ

っては、標準例に掲げる処分の種類以外の処分とすることもあり得るとし、

標準例に掲げる処分の種類よりも重いものとすることが考えられる場合を掲

げており、標準例に該当しない事例が直ちに「懲戒免職等処分を受けるべき

行為」に当たらないと評価されるものでないことは明らかであり、これを前5 

提とする原告の前記①の主張は採用の限りではない。 

 また、原告は本件指針の基準から大幅に外れた場合には裁量権の範囲から

の逸脱又は濫用になるとも主張する。しかしながら、前記のとおり、本件非

違行為の受けるべき非難の程度や公務に対する信頼を害する程度を踏まえれ

ば、本件指針第２基本事項に照らしても、懲戒免職処分に値するとの評価を10 

受けたとしても致し方ないものといえるのだから、原告の前記②の主張には

理由がない。 

 さらに、原告は比例原則にも言及する。しかしながら、比例原則は、処分

等の必要性が認められるとしてもその目的と手段が相応していなければなら

ないとする原則であり、公務員に対する懲戒処分においては、公務員の規律15 

及び公務員に対する国民の信頼等を保持する必要性と、被処分者が処分によ

り受ける不利益の内容との権衡の観点から、ある懲戒処分を選択することの

相当性を基礎づける具体的な事情が認められるものであるべきという法原理

を意味するものであり、特定の標準例との比較のみを考慮要素とするもので

はない。したがって、特定の標準例との不均衡のみを理由として本件返納命20 

令が比例原則に違反する旨をいうかのような原告の前記③の主張は、比例原

則の意義を正解しないものであり、前記判断に消長をきたさない。なお、本

件返納命令が比例原則に照らしても相当であることは、前記⑴イ記載のとお

りである。  

⑶ この点、原告は、流用先一覧表（別紙３）のとおり、補助金の下りなかっ25 

た被告の事業に対して、上司の指示・確認のもとで業務命令により補助金を
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流用（目的外使用）し被告の事業を行うべく事務処理を担っていただけであ

って、その動機に私的なものはなく、このような流用は被告も承知していた

のであるから、この点を考慮せずに行われた本件返納命令には裁量権の逸脱

又は濫用がある旨主張し、このような主張を基礎づける事実として、原告は、

①AED 購入に係る事情、②ｔｏｔｏの領収書の偽造に係る事情、③l サマー5 

キャンプに係る事情、④グリーンカーテン事業に係る事情を指摘する。 

①につき、確かに、Ｋクラブの平成２３年度のＮｏ．１６３ないし１６６

（借料及び損料）の特記事項欄には、「H24.4.1 使用料補助金としてＮクラ

ブからＱへ 18、000 円の支払いを確認。実績に添付された資料のコピーに

「24 年度 AED 購入し o ふれあい広場へ設置するので使用料は少年野球グラ10 

ウンド使用料へ移す Ｏ支所長・Ｐセンター長・Ｌ・mにて承」のメモ書き

有 ※本来であれば市からの請求額 90、600 円を市に納入するはずだが、

市には納入せずＱとＳさんに渡したこととなっている。」との記載があり

（乙５４、甲４４、別紙２の３１頁）、「24 年度 AED 購入し o ふれあい広

場へ設置するので使用料は少年野球グラウンド使用料へ移す Ｏ支所長・Ｐ15 

センター長・Ｌ・mにて承」のメモ書きのあること（乙２の１）が認められ

るものの、当該メモ書きの作成経緯について原告主張のような関係者間での

やり取りが行われたことを証するに足りる的確な証拠はなく、また、仮にメ

モ書きの記載の内容についてのやり取りがされたものだとしても、原告主張

の AED 購入費用を他の補助金を流用することで賄う旨の具体的指示があっ20 

たということが直ちに明らかにされるものではなく、原告の主張は採用し難

い。また、②についても、原告の主張する経緯のあったことを認めるに足り

る的確な証拠はなく、③及び④についても、補助金によって事業の実施に係

る経費の全額を賄うことができないとしても、それが補助金の流用によって

賄う旨の具体的指示のあったことを認めるに足りる的確な証拠はないのだか25 

ら、結局において、前記②ないし④の原告主張の経緯を認定するに足りる証



47 
 

拠はないといわざるを得ない。 

 仮に原告の主張するように、補助金の下りなかった被告の事業に対して上

司の指示・確認のもとで業務命令により補助金が流用（目的外使用）されて

いたとしても、本件非違行為の態様及び性質において非難の程度が強く悪質

であることに変わりはなく（その上司が懲戒されるべきか否かという点とは5 

別問題である。）、かつ、前記１のとおり、一部において原告は本件非違行

為により自己の利益をも得ていることが認められるのであるから、このよう

な事情の有無によって本件返納命令を行うことが不合理となるものではなく、

その余の原告の主張を考慮しても、前記判断を左右しない。 

⑷ 以上によれば、本件返納命令に裁量権の範囲からの逸脱又は濫用があると10 

はいえない。 

３ 争点⑶（処分理由の差替えにあたるか）について 

 原告は、要旨、処分理由となる事実について、被告は本件指針第４標準例３

⑻「詐欺」と評して本件返納命令を行ったのであるから、訴訟において本件指

針第４標準例３⑻詐欺に該当する旨以外の理由を主張することは、基本的な事15 

実の同一性を欠くため、その主張は制限されると主張する。 

 もっとも、前記前提事実⑹のとおり、本件の処分の理由は、原告が領収書等

の偽造という不適正な事務処理を故意に行ったというものであるところ、本訴

訟において被告の主張する原告の処分の理由となる事実について変更はなく、

原告の主張は採用し難い。 20 

４ 小括 

したがって、本件返納命令には裁量権の範囲からの逸脱又は濫用はなく、適

法である。 

第４ 結論 

以上によれば、本件返納命令が違法であるとして本件返納命令の取消しを求25 

める原告の請求には理由がないからこれを棄却し、本件返納命令に基づき退職
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金の返納を求める被告の請求には理由があるからこれを認容することとして、

主文のとおり判決する。 

大分地方裁判所民事第２部 

 

裁判長裁判官                   5 

 

 

 

裁判官                   

 10 

 

 

裁判官                   
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別紙 

関係法令等 

第１ 地方公務員法 

１３条 

すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、5 

人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第１６条第５号に規

定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されては

ならない。 

２７条 

１項 10 

すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。 

２項 

職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、

降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合

でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める事由による場15 

合でなければ、その意に反して降給されることがない。 

３項 

 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受ける

ことがない。 

２９条 20 

１項 

職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分とし

て戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 

１号 この法律若しくは第５７条に規定する特例を定めた法律又はこれに基

く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程25 

に違反した場合 
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２号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 

３号 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 

２項  

省略 

３項 5 

 職員が、第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項の規定により採用さ

れた場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在

職期間（要請に応じた退職前の在職期間を含む。）又はこれらの規定により

かつて採用されて職員として在職していた期間中に第一項各号の一に該当し

たときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。 10 

４項 

 職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例

で定めなければならない。 

３３条 

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行15 

為をしてはならない。 

第２ 中津市職員の退職手当に関する条例（昭和２８年１２月２３日中津市条例第

３５号） 

１１条 

 この条から第１７条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各20 

号に定めるところによる。 

⑴ 懲戒免職等処分 

地方公務員法２９条の規定による懲戒免職処分その他の職員としての身分

を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。 

⑵ 退職手当管理機関 25 

 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職（この条例その他の条
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例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしてい

る退職を除く。以下第１７条までにおいて同じ。）の日において当該職員に

対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関（当該機関がない場合にあ

っては、懲戒免職等処分及びこの条から第１７条までの規定に基づく処分の

性質を考慮して市長が定める機関）をいう。ただし、当該機関が退職後に廃5 

止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職（当該

職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職）を占める職員に対し

懲戒免職等処分を行う権限を有する機関（当該機関がない場合にあっては、

懲戒免職等処分及びこの条から第１７条までの規定に基づく処分の性質を考

慮して市長が定める機関）をいう。 10 

１２条 

１項 

退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該退職をした者（当該退職をした者が死亡したときは、

当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に15 

対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者

の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に

至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務

の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響

を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする20 

処分を行うことができる。 

⑴ 懲戒免職等処分を受けて退職をした者 

⑵ 地方公務員法第２８条第４項の規定による失職又はこれに準ずる退職を

した者 

（以下、省略）  25 

１３条 
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１項 省略 

２項  

退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われ

ていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等5 

の額の支払を差し止める処分を行うことができる。 

⑴ 省略  

⑵ 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職

手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒

免職等処分を受けるべき行為（在職期間中の職員の非違に当たる行為であ10 

って、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが

明らかなものをいう。以下同じ。）をしたことを疑うに足りる相当な理由

があると思料するに至ったとき。 

１５条 

１項 15 

退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後

において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当

管理機関は、当該退職をした者に対し、第１２条第１項に規定する事情のほ

か、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額

（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第１20 

０条第３項、第６項又は第８項の規定による退職手当の支給を受けることが

できた者（次条及び第１７条において「失業手当受給可能者」という。）で

あった場合には、これらの規定により算出される金額（次条及び第１７条に

おいて「失業者退職手当額」という。）を除く。）の全部又は一部の返納を

命ずる処分を行うことができる。 25 

⑴ 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以
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上の刑に処せられたとき。 

⑵ 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員

としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員

に対する免職処分を受けたとき。 

⑶ 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（定年前再任用短時間勤務5 

職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。）について、当該一般の

退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に

懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 

第３ 中津市予算規則（乙１０５） 

１７条 10 

１項 

 各部等の長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当された歳出予

算の目及び節間の流用を必要とする場合は、歳出予算流用申請書を総務部長

に提出しなければならない。 

２項 15 

総務部長は、前項に規定により歳出予算の流用が決裁されたとき直ちに各

部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。 

３項 省略 

第４ 中津市職員の懲戒処分等に関する指針（乙４） 

第１ 目的 20 

本指針は、職員の懲戒処分（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

２９条に規定する懲戒処分をいう。以下同じ。）について、当該懲戒処分を厳

正かつ公平に行うため、その処分量定の基準その他必要な事項を定めるととも

に、より厳正な綱紀の保持と質の高い公務の推進に資することを目的とする。 

第２ 基本事項 25 

 本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分の種類を掲
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げたものである。 

 具体的な量定の決定にあたっては、 

① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか 

② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか 

③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非5 

違行為との関係でどのように評価すべきか 

④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか 

⑤ 過去に非違行為を行っているか 

等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等を含め総合的に考慮の

上判断するものとする。 10 

 個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外の処分とする

こともあり得るところである。例えば、標準例に掲げる処分の種類よりも重い

ものとすることが考えられる場合として、 

① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果

が極めて重大であるとき 15 

② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高

いとき 

③ 非違行為の公務内外に与える影響が特に大きいとき 

④ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことが

あるとき 20 

⑤ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき 

がある。また、例えば標準例に掲げる処分の種類よりも軽いものとすることが

考えられる場合として、 

① 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき 

② 非違行為を行うに至った経緯その他情状に特に酌量すべきものがあると認25 

められるとき 
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がある。 

 なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象とな

り得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判

断する。 

第３ 懲戒処分の種類 5 

懲戒処分の種類は、次のとおりとする。 

⑴ 免職 職員の身分を意に反して失わせる行為 

⑵ 以下省略 

第４ 標準例 

１ 一般服務関係 10 

 法令等違反、不適正な事務処理等 

 職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適正な事務処理等を行うこ

とにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は市民等に重大な損害を与

えた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。 

２ 公金又は市の財産の取扱い関係 15 

⑴ 横領等 

 公金又は市の財産を横領し、窃取し、又は詐取した職員は免職とする。 

３ 公務外非行 

⑶ 傷害 

  人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。 20 

⑻ 詐欺、恐喝 

 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、

免職又は停職とする。 

以上 

  25 

 


